
平和主義

平和主義と自衛隊
日米安全保障条約と集団的自衛権



演習１ The MANZAI
漫才を見て、問に答えなさい。

問１ コンビ名は？

問２ このネタのテーマは？(簡潔に)



ウーマン・ラッシュアワー

日本が米から購入したF35A 

1機120億×147機＝
1兆7640億



演習１ The MANZAI
番組を見て、問に答えなさい。

問１ コンビ名は？

ウーマン・ラッシュアワー

問２ このネタのテーマは？(簡潔に)

社会問題に対する国民の自覚



演習２ 朝まで生テレビ
討論を聞いて、問に答えなさい。

問１ 話題になっている憲法条文は何条？

問２ 下の空欄を埋めなさい。

問３ ウーマン村本の主張は何？

問４ その根拠は何？



• 立川談志

• 落語家

• 『笑点』
初代司会者

• 元
参議院議員

• 元沖縄開発
政務次官





演習２ 朝まで生テレビ

討論を聞いて、問に答えなさい。

問１ 話題になっている憲法条文は何条？

第9条



問２ 下の空欄を埋めなさい。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国
際平和を誠実に希求し、国権の発動たる1)戦争と
、武力による威嚇又は2)武力の行使は、国際紛争
を解決する手段としては、3)永久にこれを放棄す
る。

前項の目的を達するため、
4)陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。

国の交戦権は、これを認めない。



演習２ 朝まで生テレビ
討論を聞いて、問に答えなさい。

問３ ウーマン村本の主張は何？

非武装中立

問４ その根拠は何？

戦後 ７０ 年、 それでうまく行っている
から。



（ア）平和主義

前文 日本国民は、恒久の平和を念願し、

人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚

するのであつて、

5)平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、

われらの安全と生存を保持しようと決意した。



（ア）平和主義

われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭

を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会

において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。

われらは、6)全世界の国民が、ひとしく恐怖と

欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を

有することを確認する。



•マッカーサー・ノート

•松本案を見てマッカーサーが
GHQに指示した3原則（「マッ
カーサー3原則）

• 1946年2月3日

天皇制維持

戦争放棄

封建的制度の廃止



War as a sovereign right of the nation is abolished. 

国の統治権としての戦争は、廃止する。

Japan renounces it as an instrumentality for settling its disputes

日本が放棄するのは、紛争解決手段としての戦争であり、

and even for preserving its own security.

さらに自国の安全を守るための戦争も含む。



最終的なマッカーサー草案

国際紛争解決の手段としての

→自衛戦争の放棄は削除



（ア）平和主義

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実

に希求し、国権の発動たる5)戦争と、武力による威嚇又は6)武力

の行使は、国際紛争を解決する手段としては、7)永久にこれを放

棄する。

前項の目的を達するため、

8)陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。

国の交戦権は、これを認めない。



【参考】スイス憲法

（7)永世中立国）

第58条

1 スイスは、軍隊を有する。軍
隊は、基本的に民兵制の原則に
従って組織される。

2 軍隊は、戦争の防止及び平和
の維持に寄与する。軍隊は、国
及び住民を防衛する。



•（イ）自衛隊

•8)１９５０．６ 9)朝鮮戦争勃発

教科書p201

ちょっと大切

朝鮮 1910～ 日本の植民地

1945 三八度線で南北分割統治

韓国(米)

北朝鮮(ソ連→現在のロシア)



フォーククル
セイダーズ
『イムジン河』
1968

朝鮮戦争で
分断された
朝鮮人の哀
しみを歌う
発売中止
放送自粛



朝鮮戦争で
変わった日
本

1)自衛隊の
成立
2)経済復興



（イ）自衛隊
8)１９５０．６ 9)朝鮮戦争勃発

１９５０．８10)警察予備隊創設を11)GHQが命令。

→ １９５２12)保安隊へ改組

１９５１ 13)サンフランシスコ平和条約

(日本独立）





（イ）自衛隊
１９５０．６ 朝鮮戦争勃発

１９５０．８警察予備隊創設をGHQが命令。

→ １９５２保安隊へ改組

１９５１ サンフランシスコ平和条約(日本独立）

と同時に14)日米安全保障条約

１９５４ 15)防衛庁設置。16)自衛隊発足。





～自衛隊が設置された理由：

17)冷戦下の東アジアの勢力均衡のため。

「軽武装で、米陸軍によって組織され、初歩訓練され、その厳
しい監督下にある小規模の日本人軍部隊の創設によって日本を
再軍備すること」「日本の新憲法に対する修正の可能性につい
て、自衛のための軍備確立という方向で検討する必要がある」

（アメリカ陸軍省「ロイヤル陸軍長1948 年5 月）



We hold to an equally definite purpose

of building in Japan a self-sufficient 
democracy, 

strong enough and 

stable enough to support itself 

and at the same time 

to serve as a deterrent 

against any other totalitarian war threats 

which might hereafter arise in the Far East.
“Speech by Kenneth C. Royall”, San Francisco ,  January 6, 1948



同時に、日本に自立した民主主義を打ち立てるこ
とには、明白な目的があります。

すなわち、自らを守るためには、十分に強く、十
分に堅固な民主主義は、

同時に、

近い将来、極東に起きるかもしれない全体主義戦

争の脅威に立ち向かう防壁として働くということ

であります。(田井中訳）



GFPによる軍事力ランク2024



（エ）憲法と自衛隊の解釈

その他 政府 学界 その他

9条１項 18)自衛戦争は放棄していない 自衛戦争も放棄

９条２項 自衛戦力は認める 一切の19)戦力を放棄

戦力 20)自衛隊は戦力でない 21)自衛隊は戦力

合憲性 22)合憲 23)違憲

右翼(保守）

左翼(革新）

国連憲章51条



（エ）憲法と自衛隊の解釈

政府見解のまとめ

24)憲法は一切の戦力を放棄しているが、

自衛隊は戦力ではないので合憲

～自衛隊は「25)自衛のための必要最小限度の実力」



防衛省HP



自民党の憲法改正草案 第二章 安全保障（平和主義）

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実

に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及

び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。

２ 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。



自民党の憲法改正草案 第二章 安全保障（平和主義）

（国防軍）

第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確

保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持

する。



演習

砂川事件

自衛隊は違憲か？







1957年7月8日に特別調達庁東京調達局が強制測量をした際

に、基地拡張に反対するデモ隊の一部が、アメリカ軍基地の立

ち入り禁止の境界柵を壊し、基地内に数m立ち入ったとして、

デモ隊のうち7名が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力

及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国に

おける合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法

違反で起訴された。



1)1)日本国に自衛権はあるのか？

2)2)日本に駐留する米国軍隊は憲法9条2項に違反しないのか？

3)3)日米安全保障条約は憲法に違反しないのか？



伊達秋雄
裁判長



◇第一審(東京地裁 1959.3.30 「4)伊達判決」)

1) 日本国に自衛権はあるのか？

5)ある

「同条は、自衛権を否定するものではないが、侵略的戦争は

勿論のこと、自衛のための戦力を用いる戦争及び自衛のための

戦力の保持をも許さないとするもの」



◇第一審(東京地裁 1959.3.30 「4)伊達判決」)

2)日本に駐留する米国軍隊は憲法9条2項に違反しないのか？

6)戦力なので違反

「合衆国軍隊の駐留を許容していることは、指揮権の有無、

合衆国軍隊の出動義務の有無に拘らず、日本国憲法第九条第二
項前段によつて禁止されている陸海空軍その他の戦力の保持に
該当するものといわざるを得ず、結局わが国内に駐留する合衆
国軍隊は憲法上その存在を許すべからざるものといわざるを得
ない」



↓政府は7)跳躍上告

(8)三審制の原則を破り、

高等裁判所を飛ばし最高裁に訴えること)







◇最高裁(1959.12.16)

1)日本国に自衛権はあるのか？

9)ある

「わが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたも

のではなく憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたも

のではない」



2)日本に駐留する米国軍隊は憲法9条2項に違反しないのか？

10)米軍は憲法9条で禁止する戦力ではない

「外国の軍隊は、たとえそれがわが国に駐留する

としても、ここにいう戦力には該当しない」

9条の禁じる「戦力」は、日本国が行使するものだけ



3)日米安全保障条約は憲法に違反しないのか？

11)安保に関する憲法判断は裁判所ではしない

12)統治行為論：13)高度な政治性を帯びた

国家行為には司法権は及ばないとする考え方

裁判所は国会の決定に従う



影響】

①以降、14)９条関係の判決の前例となる



2008．４

米の文書公開で
判明



この判断に関して

アメリカが日本政府や最高裁判事に干渉した書類が

後に発見された

↓

15)司法権の独立（ex 16)大津事件）を揺るがす問題



砂川裁判：米大使との密談、最高裁など「不開示」－－「記録なし」

米軍立川基地にデモ隊が侵入した「砂川事件」の最高裁判決（１９５９

年）を前に、当時の駐日米大使と最高裁長官らが密談していたことが米国

の公文書で判明した問題で、日本側の関連情報の開示を求めた元被告の土

屋源太郎さん（７４）＝静岡市葵区＝らに対し、最高裁、外務省、内閣府

の３機関がいずれも「不開示」を通知していたことが分かった。土屋さん

は不服申し立てをする方針。

土屋さんは「日本に文書がないというのはおかしい」と話している。

【野口由紀】

知る権利



②17)集団的自衛権の根拠として政府が言及

判決文＝ 「わが国が主権国として持つ18)固有の自衛権は何ら

否定されたものではなく憲法の平和主義は決して無防備、無抵

抗を定めたものではない」

＋

19)国連憲章51条 ＝「武力攻撃が発生した場合は」

「20)個別的又は集団的自衛権の固有の権利を害するものではな

い」



2014年4月27日衆議院 高村（こうむら）正彦副総裁



（（日米安全保障条約は）

国連憲章の制約と国連の一般的統制の下に、

国連憲章五一条の「個別的、 集団的自衛の固有の権利」に基き、

専ら「武力攻撃が発生した場合における」自衛のための措置を

協定した集団的安全保障取極である

（昭和三二年六月二一日の共同コミニユケ、昭和三二年九月一四日交換公文、参照）。



【判例】21)長沼ナイキ訴訟

北海道夕張郡長沼町に航空自衛隊の「ナイキ地対空ミサイル

基地」を建設するため、農林大臣が1969年、森林法に基づき

国有保安林の指定を解除。これに対し反対住民が、基地に公益

性はなく「自衛隊は違憲、保安林解除は違法」と主張して、処

分の取消しを求めて行政訴訟を起こした。

【争点】 22)自衛隊は違憲か？



【判決】

◇第一審(札幌地裁 1973年9月7日 23)福島判決）

24)違憲 理由＝25)自衛隊は戦力

◇第二審（札幌高裁 1976年8月5日）

26)自衛隊は裁判所の審査対象でない 理由＝27)統治行為論

◇最高裁 1982年9月9日)

28)判断せず







演習 三島事件
1970年（昭和45年）11月25日に、

日本の作家・三島由紀夫が、憲法改正のため自衛隊の決起
（クーデター）を呼びかけた後に割腹自殺をした事件。

三島と同じ団体「楯の会」のメンバーも事件に参加したこ
とから、その団体の名前をとって楯の会事件（たてのかい
じけん）とも呼ばれる。

この事件は日本社会に大きな衝撃をもたらしただけではな
く、海外でも、国際的な名声を持つ作家の起こした異常な
行動に一様に驚きを示した。





問１ シビリアン・コントロールの原語と日本
語訳（漢字4字）を書け。

civilian control

文民統制

文民たる政治家が軍隊を統制するという政軍関
係における基本方針であり、軍事に対する政治
の優先を意味する



問２ 下線部2)とはどういうことか。最適なも
のを下の①～④のうちから一つ選べ。

①憲法は戦力を否定しているということ。

②憲法は自衛権を否定しているということ。

③憲法は戦争を否定しているということ。

④憲法は交戦権を否定しているということ。

自衛隊



平和主義

平和主義と自衛隊

日米安全保障条約と

集団的自衛権



• 【資料』 1) 日米安全保障条約

• 第一条 【 2) 集団的安全保障 】

• 締約国は、他の平和愛好国と協同して、

• 国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が

• 一層効果的に遂行されるように

• 国際連合を強化することに努力する。



• 第五条 【3) 共同防衛 】

• 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、

• いずれか一方に対する武力攻撃が、

• 自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、

• 自国の憲法上の規定及び手続に従つて

• 共通の危険に対処するように行動することを宣言する。

日本国内で

日本かアメリカが攻撃されたら

一緒に戦う



• 第六条 【4) 基地供与 】

• 本国の安全に寄与し、

• 並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するた

め、アメリカ合衆国は、

• その陸軍、空軍及び海軍が

• 日本国において施設及び区域を使用することを許される。







キャンプ片貝：１９４８年、米軍が千葉県豊海町を射撃演習場として接収し、無人
機を標的に高射砲演習を行った。朝鮮戦争が始まった５０年には演習が年２００
日を超え、騒音や振動の被害、イワシ漁の操業制限、無人機の墜落による死亡
事故なども発生。周辺住民は国に被害を訴えた。５７年、米軍は敷地を返還した。



• ② 5) 日米地位協定

• 第十七条 ３ 裁判権を行使する権利が競合する場合には、次の規定が適用される。

• （ａ） 合衆国の軍当局は、次の罪については、合衆国軍隊の

構成員又は軍属に対して裁判権を行使する第一次の権利を有

する。

• ……（ii ） 公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪

• （ｂ） その他の罪については、日本国の当局が、裁判権を行

使する第一次の権利を有する。

米国人の軍務中の犯罪は米国が裁く

1952 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及
び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び
に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定





• ア）日米同盟

• 6)東西冷戦（米ソの対立）の進行

• ↓



資本主義(西側）
社会主義(東側）

第三世界





• ア）日米同盟

• 6)東西冷戦（米ソの対立）の進行

• ↓

• 7)朝鮮戦争

•





• ア）日米同盟

• 6)東西冷戦（米ソの対立）の進行

• ↓

• 7)朝鮮戦争

• ↓

• 日本を8)西側に組織： 9)集団的安全保障体制の成立

• ～ 10)日米安全保障条約「 11)日本はスネ夫外交」

常にジャイアン（米国）の力で守ってもらっているから、
外交的には米国のいいなり



吉田茂首相

池田勇人全権
（後の首相）



• （イ）日本の防衛政策の変化

• 基本原則＝

• 12)専守防衛と

• 非核三原則（核兵器を持たず、つくらず、持ちこませず）





• （イ）日本の防衛政策の変化

• 政府の見解：

• 13)個別的自衛権は日本にあるが、集団的自衛権は憲法で禁止

日本が攻撃されたら守るが、その他の戦争には関わらない



日本はベトナム戦争に直接は参加していない

資料集p163



• （イ）日本の防衛政策の変化

• 政府の見解：

• 13)個別的自衛権は日本にあるが、集団的自衛権は憲法で禁止

• ↓ 1990 14)湾岸戦争

•

日本が攻撃されたら守るが、その他の戦争には関わらない

1991

資料集p164







• 多国籍軍に参加した国一覧

• 北・南米 アメリカ、カナダ、アルゼンチン、ホンジュラス

• ヨーロッパ イギリス、フランス、スペイン、ポルトガル、イタリア、ギリシャ、

デンマーク、ノルウェー、ベルギー、オランダ、ドイツ、ポーランド、チェコス

ロバキア、ハンガリー

• アジア 韓国、バングラデシュ、パキスタン、アフガニスタン、バーレーン、

カタール、アラブ首長国連邦、オマーン、クウェート、サウジアラビア、シリア

、トルコ

• オセアニア オーストラリア、ニュージーランド

• アフリカ エジプト、モロッコ、ニジェール、セネガル、ガンビア

日本の国際社会での責任が問題化



• （イ）日本の防衛政策の変化

• 13)個別的自衛権は日本にあるが、集団的自衛権は憲法で禁止

• ↓ 1991 14)湾岸戦争

• 15) 集団的自衛権（16)同盟関係にある国家が攻撃されたとき

、自国が攻撃を受けていなくとも防衛活動できる権利）が論

議に







• （イ）日本の防衛政策の変化

• ↓

• 2015 17)安全保障関連法：

• ①18) 集団的自衛権の一部行使を容認

• ②19) 海外での武力行使が可能に

日本が攻撃されなくても、その他の戦争に関われる

資料集p92

資料集p89


